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第１章 目 的 
このマニュアルは、本県がＩＳＯ１４００１（２００４)（ＪＩＳＱ１４００１（２００４））（以下「ＩＳＯ

」という。）規格に基づき、栃木県環境マネジメントシステム（以下「ＥＭＳ」という。）を確立し、実

施し、維持するために必要な手続き等を定めることを目的とする。 

 

   
◆栃木県環境マネジメントシステムの位置付け

本庁(ＥＭＳ)

環境にやさしい潤いのあるふるさと“とちぎ”

栃　木　県　環　境　基　本　条　例

栃　木　県　環　境　基　本　計　画
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０
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０

栃木県総合計画

施 策 の 展 開

重点プロジェクト

自主的な環境保全活動の促進

行政の率先行動の推進

●栃木県公共事業環境配慮指針

●栃木県イベント環境配慮指針

●環境ＩＳＯの認証取得

●栃木県グリーン調達推進方針

●栃木県庁環境保全率先実行計画
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第２章 適用範囲 
ＥＭＳは、次の適用組織が実施する全ての事務事業に適用する。 

 

１ 適用区域、適用組織及び適用職員 
 

(1) 適用区域 

栃木県本庁舎、並びに本庁舎周辺庁舎等（以下、「本庁舎等」という。） 

(2) 適用組織 

 本庁舎等の知事部局、企業局、県議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事

務局、教育委員会事務局、警察本部（以下「本庁組織」という。） 

 

ＥＭＳ適用区域 

南庁舎２号館
(本町合同ビル)

南庁舎４号館
(南別館)

  栃木会館 　≪６階フロア≫

公館 車庫

警察本部
庁舎 研修館

南館

議会
議事堂

昭
和
館

本　館
（高層棟）

とちぎボランティア
ＮＰＯセンター別棟

東館（低層棟）

≪３，４，５階フロア≫

北庁舎２号館

  

(3) 適用職員 

本庁組織に所属する全職員（嘱託員、日々雇用職員及び団体等の職員を含む。） 

 

２ 協力団体等 

本庁舎等において継続的に活動を行う次の団体等は、ＥＭＳの対象外とするが、全庁環境管理責任

者（環境森林部長）は、文書等によりＥＭＳの取組について協力を要請し、その結果を「協力要請先

一覧」に記録する。 

ア 栃木県職員労働組合、栃木県職員生活協同組合、記者クラブ、銀行、その他本庁舎等に事務局

を置く団体など 

イ 本県からの委託を受け、本庁舎等において業務を行っている業者 

 

３ 関連文書 

様式・記録類 446-01 協力要請先一覧表 
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第３章 定 義 

１ 用語の定義 

ＥＭＳに関する用語の定義は、原則として、ＩＳＯ規格で示された用語の定義に従うものとする。 

ただし、本庁組織に固有の用語や以下の用語を特殊な意味に用いる場合はその都度説明する。 

 

(1) 継続的改善 

環境方針と整合して、全体的な環境パフォーマンス（成果）の改善を達成するために行う、環境マ

ネジメントシステムを向上させるための繰り返しのプロセスをいう。 

 

(2) 是正処置 

検出された不適合の原因を除去するための処置をいう。 

 

(3) 文書 

情報及びそれを保持する媒体をいう。 

 

(4) 環境 

大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む組織の活動をとりまくも

ので、組織内から地球規模のシステムにまで及ぶものをいう。 

 

(5) 環境側面 

環境と相互に影響しうる組織の活動の諸要素をいう。このうち、著しい環境側面とは、著しい環境

影響を与えるか、又は与える可能性がある環境側面をいう。 

 

(6) 環境影響 

組織の環境側面から生ずるあらゆる環境の変化をいい、有害か有益かを問わない。 

 

(7) 環境マネジメントシステム 

組織の全体的なマネジメントシステムの一部で、環境方針を策定し、実施し、達成し、見直しかつ

維持するための組織の体制、計画活動、責任、慣行、手順、プロセス及び資源を含むものをいう。 

 

(8) 環境目的 

環境方針と整合し、組織自らが達成を目指して設定したものをいう。 

 

(9) 環境パフォーマンス 

環境方針、目的及び目標に基づいて組織が行う環境側面の管理に関する環境マネジメントシステム

の測定可能な結果をいう。 

 

(10) 環境方針 

トップマネジメントによって正式に表明された環境パフォーマンスに関連する組織の全体的な意図

及び方向付けをいう。 

 

(11) 環境目標 

環境目的から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンス

の要求事項をいう。 
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(12) 利害関係者 

組織の環境パフォーマンスに関心をもつか又はその影響を受ける人又は団体をいう。 

 

(13) 内部環境監査 

組織の環境マネジメントシステムが、内部環境監査基準に適合するか否かを決定するための監査証

拠を収集し、客観的に評価する体系的で、独立し、文書化された検証プロセス並びにこの結果につい

ての知事とのコミュニケーションをいう。 

 

(14) 不適合 

要求事項を満たしていないことをいう。 

 

(15) 予防処置 

起こり得る不適合の原因を除去するための処置をいう。 

 

(16) 汚染の予防 

環境汚染を回避し、低減し又は管理するために組織が行う活動をいい、リサイクル、資源の有効利

用等を含む。 

なお、汚染の予防の潜在的な利点には、有害な環境影響の低減及び効率の改善が含まれる。 

 

(17) 手順 

活動又はプロセスを実行するために規定された方法をいう。 

 

(18) 記録 

達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書をいう。 
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第４章 ＥＭＳ要求事項 

4.1 一般要求事項 

本県では、環境方針、環境目的及び目標を達成するために、第２章で定めた適用範囲の中でＥＭＳを確

立し、文書化し、実施し、維持し、継続的に改善する。 

ＥＭＳの枠組みを下図に示すように構築し運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適当な図を検索中 
 

4.6  マネジメントレビュー 

 

4.5.1 監視及び測定 

4.5.2 順守評価 

4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置 

4.5.4 記録の管理 

4.5.5 内部監査 

4.2 環境方針

 

4.3.1 環境側面 

4.3.2 法的及びその他の要求事項 

4.3.3 環境目的、環境目標及び実施計画 

4.3 計  画 
Ｐｌａｎ 

 

4.4.1 資源、役割、責任及び権限 

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 

4.4.3 コミュニケーション 

4.4.4 文書類 

4.4.5 文書管理 

4.4.6 運用管理 

4.4.7 緊急事態への準備及び対応 

4.4 実施・運用
Ｄｏ 

4.5 点  検 

Ｃｈｅｃｋ 

4.6 マネジメントレビュー

Ａｃｔ 

継続的改善
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※ 環境活動実績報告は、年２回（上半期評価、年度評価）行う。

4

5

ｎ
＋
１
　
年
　
度

ｎ
　
年
　
度

4

11

12

《 参考　：　ＥＭＳの運用イメージ 》

ＥＭＳ研修
運　　　　　　　　　　　用

Do Check ActPlan

年
度

月
庁内情報紙
外部発信

外部審査

3

5

6

1

2

7

8

9

10

環境活動実績報告（※）
【前年度分】

ＥＭＳ通信①

内部環境監査員
研修

eﾗｰﾆﾝｸﾞ研修

継
続
審
査

o
r

更
新
審
査

　　ＥＭＳ定期見直し

・マネジメントレビュー
　（知事総括）
・ＥＭＳ文書の改訂

随時見直し
（環境側面等調査）

新採職員研修

ＥＭＳ通信②

課室所 一般研修

内部環境監査
【前年度分】

是正処置等

環境活動実績報告（※）
【当年度 上半期分】

ＥＭＳ実績
【前年度分】

公　表

是正処置等

定期見直し

是正処置等

ＥＭＳ通信③

ＥＭＳ通信④

ＥＭＳ通信⑤

　ＥＭＳ臨時見直し

ＥＭＳ通信①

eﾗｰﾆﾝｸﾞ研修

随時見直し
（環境側面等調査）

新採職員研修

課室所一般研修

臨時見直し

ＥＭＳ通信⑥
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4.2 環境方針 

本県の全ての事務事業について、環境配慮を推進するための指針として環境方針を策定し、これの決定、

周知、公表及び見直しに関する手順を定める。 

 

１ 環境方針の策定 

環境管理統括者（知事）は、次の事項を踏まえ、環境方針を決定する。 

(1) 本県の事務事業の内容、性質、規模及び環境影響に対して適切であること 

(2) 継続的改善及び汚染の予防に関するコミットメントを含むこと 

(3) 環境法令及びその他の環境上の要求事項等を順守すること 

(4) 環境目的、目標の設定及び見直しのための枠組を示すこと 

 

２ 環境方針の見直し及び改定 

環境管理統括者（知事）は、毎年度、ＥＭＳの見直しの一環として、以下の状況に応じて環境方針の

見直しを行い、必要に応じて改定を行う。 

(1) 環境管理統括者（知事）による定期的なＥＭＳの見直しのとき〈4.6 マネジメントレビュー〉 

(2) 国や国際的な環境施策の動向に変化があり、環境方針の改定が必要と判断されたとき 

(3) その他、環境管理統括者（知事）が環境方針の改定が必要と判断したとき 

 

３ 環境方針の周知と公表 

(1) 環境管理統括者（知事）は、全庁環境管理責任者（環境森林部長）及び部局環境管理統括者（各部

局長等）を通じて、環境方針を全職員及び協力団体等に周知する。 

(2) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、環境方針を栃木県ホームページ等により広く一般に公開

する。また、環境方針は、要請があった場合に各課室所で配付できるようにする。 

 

４ 関連文書 

一次文書 付属文書 環境方針(書) 
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《 参考：主要フローチャート　　4.2 環境方針 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

職 員

環境方針(書)
の策定案、見直し
案、改訂案の作成

確　　　認

通　　　知

環境方針(書)
の決定、提示

ホームページ
に掲載

庁内ＬＡＮ
に掲示

環境方針(書)
の保管

通　　　知周　　　知

通　　　知周　　　知

通　　　知周　　　知

周　　　知

周　　　知

委託業者等への
環境方針の周知

一般への
環境方針の開示

必要に応じて審議
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4.3 計 画 

4.3.1 環境側面 

本庁組織の事務事業における環境配慮を推進するために、事務事業に関連する環境側面を調査し、環境

影響評価を行うとともに、著しい環境側面を特定する手順を確立し、実施し、維持する。 

 

１ 環境側面の調査及び著しい環境側面の特定 

環境側面の調査及び評価並びに著しい環境側面の抽出、特定は以下の手順で実施する。 

なお、詳細な手順は「環境側面調査等実施要領」に示す。 

(1) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、部局環境管理統括者（部局長等）に、各課室所の全ての

事務事業について環境側面調査や環境影響評価を実施し、著しい環境側面を抽出するよう指示する。 

(2) 部局環境管理統括者（部局長等）は、課室環境管理者（各課室所長）に、所管する全ての事務事業

について環境側面調査や環境影響評価を実施し、著しい環境側面の抽出を指示する。 

(3) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、課室環境管理者（各課室所長）が抽出した著しい環境側

面に基づき「著しい環境側面登録簿」を作成し、著しい環境側面を決定する。 

(4) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、「著しい環境側面登録簿」を庁内ＬＡＮに掲示し、各部

局に周知する。 

 

２ 環境側面調査の実施時期 

環境側面調査は、原則として毎年度４月に実施する他、以下の手順で行い、常に本庁組織の事務事業

に関わる環境側面の最新情報を把握できるようにする。 

(1) 課室環境管理者（各課室長）は、以下の場合に環境側面調査の必要性を検討し、必要に応じて｢環

境側面調査等実施要領｣に基づく調査を行い、部局環境管理責任者（幹事課長等）等を経て全庁環境

管理責任者（環境森林部長）に報告する。 

ア 環境管理統括者（知事）による定期的なＥＭＳの見直しのとき〈4.6 マネジメントレビュー〉 

イ 新規予算の計上や施設設備の新設、改修等により新たな環境影響が発生し又は発生が予測され

るとき 

ウ その他、全庁環境管理責任者（環境森林部長）が必要と認めたとき 

 

３ 関連文書 

二次文書  環境側面調査等実施要領 

三次文書  著しい環境側面登録簿 

431-01 環境側面区分表 様式・記録類 

 431-02 環境影響評価票 

外部文書  栃木県行政組織規程等 
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部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.3.1 環境側面 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

※環境影響評価票
の作成、保管は関
係課室のみ

職 員

環境側面調査、
環境影響評価指示

著しい環境側面
登録簿の保管

著しい環境側面
登録簿の

作成、報告、決定

精　　　査
庁内ＬＡＮ

に掲示

承認、報告 周　　　知指　　　示

とりまとめ 周　　　知連絡調整

承認、報告 周　　　知指　　　示

環境側面調査、
環境影響評価実施

環境側面区分票
環境影響評価票

作成、保管

周　　　知

周　　　知
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4.3.2 法的及びその他の要求事項 

本庁組織の環境側面に関係して適用可能な環境法令その他の要求事項等（以下「適用法令等」という。）

を調査し、特定し、参照する手順を確立し、実施し、維持する。 

 

１ 適用法令等の調査、特定 

適用法令等については、以下の手順で調査を行い、適用内容を特定する。 

なお、詳細な手順は「環境側面調査等実施要領」に示す。 

 (1) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、部局環境管理統括者（部局長等）に、各課室所における

適用法令等を調査するよう指示する。 

(2) 部局環境管理統括者（部局長等）は、課室環境管理者（各課室所長）に、適用法令等を調査するよ

う指示する。 

(3) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、課室環境管理者（各課室所長）が調査した適用法令等に

基づき「法的及びその他要求事項登録簿」を作成し、適用法令等を決定する。 

(4) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、「法的及びその他要求事項登録簿」を庁内ＬＡＮに掲示

し、各部局に周知する。 

 

２ 適用法令等の調査の実施時期  

適用法令等の調査は、原則として毎年度４月に実施する他、以下の手順で常に情報の最新化を行い、

適用法令等を順守した事務事業の執行を確実にする。 

(1) 課室環境管理者（各課室長）は、省庁からの通知、インターネット等により、所管する事務事業に

おける適用法令等の制定、改廃の情報把握に努める。 

(2) 課室環境管理者（各課室長）は、以下の場合に適用法令等の情報更新の必要性を検討し、必要に応

じて｢環境側面調査等実施要領｣に基づく調査を行い、部局環境管理責任者（幹事課長等）等を経て全

庁環境管理責任者（環境森林部長）に報告する。 

ア  環境管理統括者（知事）による定期的なＥＭＳの見直しのとき〈4.6 マネジメントレビュー〉 

イ  所管する事務事業の環境側面に変更があったとき〈4.3.1 環境側面〉 

ウ  省庁からの通知があったとき 

エ  その他、全庁環境管理責任者（環境森林部長）から調査の指示があったとき 

(3) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、報告を受けた調査結果に基づき、必要に応じて「法的及

びその他の要求事項登録簿｣を改定する。 

 

３ 関連文書 

二次文書  環境側面調査等実施要領 

三次文書  法的及びその他の要求事項登録簿 

様式・記録類 432-01 法的及びその他の要求事項調査票 
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《 参考：主要フローチャート　　4.3.2 法的及びその他の要求事項 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

※調査票の作成、
保管は関係課室の
み

職 員

法規制等調査指示
(環境側面調査時)

法的及びその他の
要求事項登録簿の

保管

法的及びその他の
要求事項登録簿の
作成、報告、決定

精　　　査
庁内ＬＡＮ

に掲示

承認、報告 周　　　知指　　　示

とりまとめ 周　　　知連絡調整

承認、報告 周　　　知指　　　示

法規制等調査実施
法的及びその他の
要求事項調査票

作成、保管

周　　　知

周　　　知
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4.3.3 目的、目標及び実施計画 

本庁組織の事務事業における環境配慮を推進するために、環境活動の到達点である環境目的、目標を設

定するとともに、これを達成するための実施計画を作成し、実施し、維持する。 

 

１ 環境目的、目標の設定及び実施計画の作成 

環境目的、目標の設定及び実施計画の作成（以下「環境目的目標実施計画の作成」という。）は、「著

しい環境側面登録簿」に登録された事務事業について、以下の手順で行う。 

なお、詳細な手順は「環境目的目標実施計画作成要領」に示す。 

(1) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、部局環境管理統括者（部局長等）に、各課室所における環

境目的目標実施計画の作成を指示する。 

(2) 部局環境管理統括者（部局長等）は、課室環境管理者（各課室所長）に、環境目的目標実施計画の作

成を指示する。 

(3) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、課室環境管理者（各課室所長）が作成した環境目的目標実

施計画に基づき「環境目的目標実施計画登録簿」を作成する。 

(4) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、「環境目的目標実施計画登録簿」を庁内ＬＡＮに掲示し、

各部局に周知する。 

 

２ 環境目的目標実施計画の見直し、改定 

環境目的目標実施計画は、原則として毎年度５月に見直しする他、事務事業を取り巻く環境の変化に応

じて、適宜見直し及び改定を行い、現状に即した実施計画の下に環境配慮を推進する。 

(1) 課室環境管理者（各課室長）は、環境目的目標実施計画について以下の場合に見直しを行い、必要に応

じて改定し、その結果を、部局環境管理責任者（幹事課長等）等を経て、全庁環境管理責任者（環境森林

部長）に報告する。 

ア 環境管理統括者（知事）による定期的なＥＭＳの見直しのとき〈4.6 マネジメントレビュー〉 

イ 環境側面に変更があったとき〈4.3.1 環境側面〉 

ウ 環境目的目標実施計画に関連する事務事業に変更があったとき 

エ その他、全庁環境管理責任者（環境森林部長）が必要と判断したとき 

(2) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、報告を受けた変更内容を「環境目的目標実施計画登録簿」

に反映する。 

 

３ 関連文書 

二次文書  環境目的目標実施計画作成要領 

三次文書  環境目的目標実施計画登録簿 

様式・記録類 433-01 環境目的目標実施計画書 

外部文書 

 

 栃木県環境基本計画 

栃木県庁環境保全率先実行計画（二期計画）

栃木県グリーン調達推進方針 

栃木県イベント環境配慮指針 

栃木県公共事業環境配慮指針 
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《 参考：主要フローチャート　　4.3.3 目的、目標及び実施計画 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

職 員

目的目標実施計画
作成指示

環境目的目標実施
計画登録簿の保管

環境目的目標
実施計画登録簿の
作成、報告、決定

精　　　査
庁内ＬＡＮに掲示
環境活動実施指示

承認、報告 周　　　知指　　　示

とりまとめ 周　　　知連絡調整

承認、報告 周　　　知指　　　示

目的目標実施計画
の検討

環境目的目標
実施計画書の
作成、保管

周　　　知

周　　　知
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4.4 実施及び運用 

4.4.1 資源、役割、責任及び権限 

ＥＭＳを効果的に運用するための組織内の役割、責任及び権限を定め、文書化し、かつ周知する。 

 

１ 推進体制、責任及び権限 

(1) ＥＭＳの推進体制は、「ＥＭＳ推進体制組織図」のとおりとする。 

(2) 推進体制ごとの責任及び権限（以下、「権限等」という。）は、「ＥＭＳ権限等一覧」のとおりと

する。 

 

２ 推進体制及び権限等の見直し 

(1) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、以下の場合に推進体制及び権限等の見直しを検討する。 

ア 組織改編があったとき 

イ 環境管理統括者（知事）による定期的なＥＭＳの見直し〈4.6 マネジメントレビュー〉の結果、

ＥＭＳの効果的運用のために推進体制を変更することが望ましいと判断されたとき 

   ウ その他、環境管理統括者（知事）又は全庁環境管理責任者（環境森林部長）が必要と判断したと

き 

(2) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、推進体制及び権限等を改定する場合は、改定案を作成し、

必要に応じてとちぎ環境立県推進本部幹事会において審議のうえ、環境管理統括者（知事）に提案す

る。 

(3) 環境管理統括者（知事）は、推進体制及び権限等の改定について決定する。 

(4) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、推進体制及び権限等を改定した場合には、栃木県環境管

理マニュアルに反映させるとともに、庁内ＬＡＮに掲示して各部局に周知する。 
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各 部 局 長 局 長 等 各 部 長

職 員

幹事課長等 幹事課長等

各 課 所 長

各 課 室 所 総 括 補 佐

警務課長等

各 課 室 長 各 課 室 長

幹　事　幹事課長等

とちぎ環境立県推進本部幹事会

警察本部長

事務局（地球温暖化対策課）

とちぎ環境立県推進庁内連絡会議

◆ＥＭＳ推進体制組織図

幹事長　副知事

警察本部環境管理総統括者

部局環境管理統括者

部局環境管理責任者

課室環境管理者

課 室 推 進 員

全庁環境管理責任者（環境森林部長）

環境管理副統括者（副知事）

環境管理統括者　（知　事）

環境管理組織

環境活動組織

内部監査組織

内部環境監査統括者
（副知事）

内部環境監査員
※内部環境監査統括者

が指名した者

（ 報 告 ）

（ 内部監査 ）

（知事部局） （各　　局） （警察本部）
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ＥＭＳ権限等一覧 

【環境管理組織】 

役 職 等 役割、責任及び権限 

 

環境管理統括者 

（知事） 

 
１ ＥＭＳの運用全体を統括すること。 
 
２ 環境方針を制定及び改定すること。 
 
３ 全庁環境管理責任者及び内部環境監査統括者を指名すること。 
 
４ マネジメントレビューを実施し、ＥＭＳの見直しを行うこと。 
 
５ 栃木県環境管理マニュアルを制定及び廃止すること。 
 
６ ＥＭＳの確立及び維持のために必要な職員及び体系的な技能、技術並びに財源
を確保すること。 

 

 

環境管理副統括者 

（副知事） 

 
１ 環境管理統括者を補佐し、環境管理統括者不在のとき又は事故あるときは、そ
の職務を代理すること。 

 

 

とちぎ環境立県推進本部

幹事会 

 

 
１ 次の事項について、全庁環境管理責任者（環境森林部長）が必要と判断し
たときに審議すること。 

(1)環境方針 
(2)マネジメントレビュー 
(3)その他、ＥＭＳに関する重要事項 

 

 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 

 

 
１ ISO14001規格の要求事項に従ってＥＭＳを確立し、実施し、維持すること。 
 
２ 栃木県環境管理マニュアルを改定すること。 
 
３ 環境側面調査及び環境影響評価、法的及びその他の要求事項並びに著しい環境
側面の抽出を部局環境管理統括者（部局長等）に指示すること。 

 
４ 著しい環境側面及び法令等要求事項を決定し、登録し、必要に応じて見直し及
び変更を行うこと。 

 
５ 環境目的、目標及び実施計画の作成を部局環境管理統括者（部局長等）に指示
すること。 

 
６ 環境目的、目標及び実施計画を決定し、登録し、必要に応じて見直し及び変更
を行うこと。 

 
７ 環境教育、訓練等の計画を作成し、実施すること。 
 
８  環境事故及び緊急事態が発生した場合、部局環境管理統括者（部局長等）から
報告を受け、環境管理統括者（知事）に報告すること。 

 
９ マネジメントレビューのための情報（内部環境監査、実績報告の結果等）を環
境管理統括者（知事）に報告すること。 

 
10  その他ＥＭＳの確立及び維持に関し必要な業務を行うこと。 
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【環境活動組織】 

役職等 役割、責任及び権限 

 

警察本部環境管理総統括

者（警察本部長） 

 

部局環境管理統括者 

（部局長等） 

 
１ 所管部局の環境側面の抽出及び環境影響評価並びに法的及びその他の要求事
項の調査を部局環境管理責任者（幹事課長等）に指示すること。 

 
２ 所管部局の環境目的、目標及び実施計画を承認すること。 
 
３ 所管部局のＥＭＳの定期的な監視及び測定、環境目的及び目標の達成並びに法
的及びその他の要求事項の順守又は適合の状況を確認すること。 

 
４ 環境事故及び緊急事態が発生した場合の対応を指揮し、対応結果を全庁環境管
理責任者（環境森林部長）に報告すること。 

 
５ その他、所管部局のＥＭＳの確立、実施及び維持に関し必要な業務を行うとと
もに、これらの状況等を必要に応じ全庁環境管理責任者（環境森林部長）に報告
すること。 

 

 

部局環境管理責任者 

（幹事課長等） 

 

 
１ 部局環境管理統括者（部局長等）を補佐するほか、当該部局における総合調
整を行うこと。 

 

 

課室環境管理者 

（各課室所長） 

 

 
１ 課室推進員が実施した抽出及び環境影響評価並びに法的及びその他の要求事
項調査の結果を確認すること。 

 
２ 課室推進員が作成した環境目的・目標及び実施計画を確認すること。 
 
３ 実施計画の実行又は緊急事態への対応のために手順書が必要な場合は、課室推
進員に対し、手順書の作成を指示し、その内容を確認すること。 

 
４ 課室等の職員の環境に関する知識や技能を要請するための教育・訓練を実施す
ること。 

 
５ システムの定期的な監視及び測定の実施、環境目的及び目標の達成並びに法
的及びその他の要求事項の順守又は適合の状況を確認すること。 

 
６ 各種会議等で環境に関する話題を積極的に取り上げ、職員間の環境コミュニケ
ーションを促進すること。 

 
７ 環境事故及び緊急事態に対応し、部局環境管理責任者に報告すること。 
 

 

課室推進員 

（各課室所総括補佐） 

 

 
１ 環境側面の抽出及び環境影響評価並びに法的及びその他の要求事項を調査し、
課室環境管理者（各課室所長）に報告すること。 

 
２ 環境目的、目標及び実施計画書を作成し、課室環境管理者（各課室所長）に報
告すること。 

 
３ 実施計画の実行又は緊急事態への対応に必要な手順書等を作成し、課室環境管
理者（各課室所長）に報告すること。 

 
４ 課室等の職員の環境に関する知識や技能を要請するための教育、訓練を実施す
ること。 

 
５ ＥＭＳの定期的な監視及び測定の実施、環境目的及び目標の達成並びに法的及
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びその他の要求事項の順守又は適合の状況を確認し、課室環境管理者（各課室所
長）に報告すること。 

 
６ 環境事故及び緊急事態に対応し、課室環境管理者（各課室所長）に報告するこ
と。 

 
７ 環境法令等の改廃を把握し、課室環境管理者（各課室所長）に報告すること。
 
８ その他、所属内のＥＭＳの運用に関し必要な業務を行うとともに、これらの状
況等を、必要に応じて課室環境管理者（各課室所長）に報告すること。 

 

 

 

【内部監査組織】 

役職等 役割、責任及び権限 

 

内部環境監査統括者 

（副知事） 

 
１ 内部環境監査の全体を統括すること。 
 
２ 全庁環境管理責任者（環境森林部長）と協議し、年間の内部環境監査計画を作成
すること。 

 
３ 主任内部環境監査員及び内部環境監査員を指名し、監査の実施を指揮すること。
 
４ 是正処置等が必要となる課室所に対して、是正要求を行うこと。 
 
５ 内部環境監査総括報告書を作成し、環境管理統括者（知事）に報告すること。
 

 

主任内部環境監査 及び 

内部環境監査員 

（課室所総括補佐） 

 
１ 内部環境監査を実施し、監査の結論に達するための十分な監査証拠を収集し解析
すること。 

 
２ 内部環境監査報告書を作成し、内部環境監査統括者（副知事）に報告すること。
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4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置

4.5.4 記録の管理

4.5.5 内部監査

4.4.6 運用管理

4.4.7 緊急事態への準備及び対応

4.5.1 監視及び測定

4.5.2 順守評価

 4.5 点検

4.4.4 文書類

4.4.5 文書管理

◎

管理組織 活動組織 監査組織

4.4.1 資源、役割、責任及び権限

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚

4.4.3 コミュニケーション

△　必要に応じて審議

内
部
環
境
監
査
員

（
内
部
環
境
監
査
統
括
者
が
指
名
し
た

者

）
●　決定、指示

全
庁
環
境
管
理
責
任
者

（
環
境
森
林
部
長

）

と
ち
ぎ
環
境
立
県
推
進
本
部
幹
事
会

課
室
推
進
員

（
各
課
室
所
総
括
補
佐

）

課
室
環
境
管
理
者

（
各
課
室
所
長

）

部
局
環
境
管
理
責
任
者

（
幹
事
課
長
等

）

 4.6 マネジメントレビュー ● △ ◎

＊ ●

○ ＊ □ ◎●

● ○ ＊ □ ◎

○ ＊ □ ◎●

● ○ ＊ □ ◎

● ○ ＊ □ ◎

○ ＊ □ ◎●

● □ ◎

□ ◎●

● ○ ＊ □ ◎

○ ＊ □ ◎●

● △ ◎

 4.4 実施及び運用

● ○ ＊ □ ◎

○ ＊ □ ◎●

4.3.1 環境側面

4.3.2 法的及びその他の要求事項

4.3.3 目的、目標及び実施計画

● ○ ＊ □ ◎

 4.3 計画

 4.2 環境方針 ● △ ◎

 4.1 一般要求事項 ● ◎

《 参考　：　ＥＭＳの主な責任体制 》

環
境
管
理
統
括
者

（
知
事

）

環
境
管
理
副
統
括
者

（
副
知
事

）

警
察
本
部
環
境
管
理
総
統
括
者

（
警
察
本
部
長

）

部
局
環
境
管
理
統
括
者

（
部
局
長
等

）

内
部
環
境
監
査
統
括
者

（
副
知
事

）

○　指示、検討

＊　連絡調整、とりまとめ

□　確認（承認）

◎　作成、実施
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4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 

ＥＭＳに関する職員の理解、知識及び技能の向上を図るため、環境側面及びＥＭＳに伴う教育訓練のニ

ーズを明確にし、全職員に対して、それぞれの職責に応じた教育及び訓練を計画し、実施する。 

 

１ 環境マネジメントの研修体系 

全職員がＥＭＳを確実に実施できるよう、以下の体系に基づく研修を実施する。 

なお、具体的な研修体系を別表「ＥＭＳ研修一覧」に示す。 

(1) 一般研修 

一般研修では、以下の事項について理解と自覚を促すための研修を実施する。 

ア 環境方針や手順を守り、ＥＭＳの要求事項に適合することの重要性 

イ 担当業務に関わる著しい環境側面、顕在し、潜在する環境影響及び作業改善による環境上の効果 

ウ ＥＭＳの要求事項との適合を達成するための役割と責任 

エ 手順を守らないことによる環境影響 

   

(2) 専門研修 

課室環境管理者（各課室所長）は、著しい環境影響を生じる可能性のある事務事業として「法的及

びその他要求事項登録簿」で特定された以下の項目について、担当する全職員に対して、環境に配慮

した事務事業が確実に行えるよう専門研修を実施する。 

なお、専門研修には外部機関による研修や公的資格の取得をこれに代えることができる。 

   ア  貯油タンクの管理（危険物取扱者乙種第４類：消防法） 

   イ ＰＣＢ廃棄物の保管（特別管理産業廃棄物管理責任者：廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

   ウ その他、課室環境管理者（各課室所長）が必要と判断するもの 

 

(3) 内部環境監査員研修 

内部環境監査〈4.5.5 内部監査〉に必要な専門的知識及び技能を修得するための研修を実施する。 

 

２ 研修の実施及び記録 

環境マネジメントにかかる研修は、以下の手順に基づいて実施する。 

なお、研修の体系、並びに実施時期は「ＥＭＳ研修一覧」による。 

(1) 研修実施責任者は、「ＥＭＳ研修一覧」に従い、研修を実施する。 

(2) 研修結果は、｢ＥＭＳ研修記録｣に残し、研修実施責任者が保管する。 

 

３ 委託業者等の能力等の確認 

本県の委託等で実施している業務に関係する課室環境管理者（課室所長）は、当該業務に関連する業

者等に対し、その従業員等が環境配慮のために十分な知識及び技能を有していることを確認する。 

なお、必要に応じて各種の研修への出席を要請し、また、契約時に許認可や資格証の写しの提出によ

り業者の能力を確認する。 

 

４ 関連文書 

様式・記録類 442-01 ＥＭＳ研修記録 
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ＥＭＳ研修一覧 （4.4.2 力量、教育訓練及び自覚） 

 

 

研 修 名 対 象 時期 主な内容 実施責任 

新採用職員 

研修 
新規採用職員 

４月 

 

○環境行政、県自ら率先して行う環境

保全活動、ＥＭＳとISO14001規格の

概要 

 

人事課長 

４～６ 

月頃 

○「e-ラーニング研修ソフト」による

ＥＭＳの基礎知識の習得 

各課室所 

研修 
所属の全職員 必要に 

応じて 

実施 

○環境方針、ＥＭＳ及びISO14001規格

の概要 

○環境管理マニュアル等の概要 

○ＥＭＳ運用にあたっての注意事項 

○所属内の環境活動内容（環境目標、

実施計画、適用法令等など）と役割

分担 

課室環境管理者 

（課室所長） 

一 

般 

研 

修 

ＥＭＳ運用 

研修 

課室環境管理者 

（課室所長） 

課室推進員 

（総括補佐） 

担当職員 

必要に 

応じて 

実施 

 

○環境方針、ＥＭＳ及びISO14001規格

の概要 

○環境管理マニュアル等の概要 

○ＥＭＳ運用にあたっての注意事項 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 

専門研修 関係職員 

法令等 

で定め 

る時期 

○環境法令等による管理責任者（有資

格者）等の設置のため、必要な専門

的知識及び技術を習得 

課室環境管理者 

（課室所長） 

内部環境監査員 

研修 

 

内部環境監査員 

（総括補佐等） 

７月頃 

○環境方針、ＥＭＳ及びISO14001規格

の概要 

○環境管理マニュアル等の概要 

○内部環境監査の目的、実施手順 

全庁環境管理責任者

（環境森林部長） 
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職 員

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

研修受講

研修受講
[4.5.1 監視及び測定]

研修受講

研修受講 周　　　知

周　　　知

周　　　知

ＥＭＳ研修一覧

ＥＭＳ研修記録
作成、保管

環境活動
実績報告書

作成、報告、保管

受理、確認

とりまとめ

庁内ＬＡＮ掲示

ＥＭＳ研修記録
作成、保管

研修主催、実施

ＥＭＳ研修一覧 受理、確認、保管

※１　新採用職員研修は人事課長が主催し実施する。
※２　内部環境監査員研修は、別途示す。

研修受講

研修主催、実施
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4.4.3 コミュニケーション 

ＥＭＳの効果的な運用を図るため、組織内外とのコミュニケーション（情報伝達、情報の共有化）の手

順を確立し、実施し、維持する。 

 

１ 内部コミュニケーション 

本庁組織におけるＥＭＳに関する情報伝達は、次のとおり行う。 

(1) 会議及び研修 

(2) 文書又は庁内ＬＡＮ 

(3) 職員等からのＥＭＳ関連提案（随時） 

職員等からのＥＭＳ関連提案は、ＥＭＳ関連提案書を全庁環境管理責任者（環境森林部長）に提出

することにより行う。 

なお、ひとり一改善に関する実施要綱に基づく提案もＥＭＳ関連提案とみなすことができる。 

 

２ 外部コミュニ－ケション 

外部（県民、事業者等）からのＥＭＳに関する情報提供、要望及び苦情への対応並びに外部への情報

の発信は、次のとおり行う。 

(1) 外部からの情報提供、要望及び苦情への対応 

① 外部からの情報提供、要望及び苦情を受け付けた課室所においては、栃木県文書等取扱規程に基づ

く電話（口頭）記録書にその内容を記載する。 

②上記の課室所は、必要に応じてＥＭＳ事務局（地球温暖化対策課）と協議し、回答するか否かを決

定する。なお、回答方法は、口頭又は文書による。 

③個別広聴事業事務取扱要領に基づく広聴事案として情報提供等を受けた場合には、同要領の規定に

基づき処理する。 

(2) 外部への環境情報（著しい環境側面を含む）の発信 

① 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、ＥＭＳの実施状況等を栃木県の環境報告書やホームペー

ジへの掲載などの方法により広く一般に公表するとともに、これら公表された情報について、県民

等から提供を求められた場合は速やかに提供する。 

② ＥＭＳの情報について、栃木県情報公開条例（平成11年栃木県条例第32号）に基づく開示請求がな

された場合には、同条例の規定に基づき処理する。 

 

 

 

３ 関連文書 

様式・記録類 443-01 ＥＭＳ関連提案書 

外部文書  栃木県文書等取扱規程 

個別広聴事業事務取扱要領 

栃木県情報公開条例 
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職 員

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.4.3 1 内部コミュニケーション 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

ＥＭＳ関連情報

ＥＭＳ関連情報

ＥＭＳ関連情報

会議、研修、文書
庁内ＬＡＮ

受領、回答

周　　　知

連絡、調整

周　　　知

周　　　知

周　　　知 ＥＭＳ関連提案

ＥＭＳ関連提案

ＥＭＳ関連提案

周　　　知

受　　　領

受領、周知

必要に応じて
周知徹底

必要に応じて
周知徹底

必要に応じて
周知徹底
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県 民 等

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

職 員

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.4.3 2 外部コミュニケーション 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

報告、受理

受理、確認、保管

協議、対応 対応指示

指　　　示受理、確認

とりまとめ 連絡、調整 連絡、調整

協議、対応

指　　　示
環境活動

実績報告書
作成、報告、保管

報告受理
対応指示

※１　上記にないものは、広聴広報制度、情報公開制度等に基づく

[4.5.1 監視及び測定]

ＥＭＳ関連
苦情、要望等

受付、対応

報告受理、対応指示
※著しい環境側面については、外部コミュニケーション

の要否を決定し、その決定を文書化

必
要
に
応
じ
て

必
要
に
応
じ
て

必
要
に
応
じ
て
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4.4.4 文 書 類 

次の文書をＥＭＳ文書とし、体系化して作成する。 

 

１ 文書体系の概要 

ＥＭＳの文書体系は、当マニュアルの付属書「ＥＭＳ文書一覧表」に示す。 

 

(1) 栃木県環境管理マニュアル（一次文書） 

・ISO14001規格に基づき、ＥＭＳの要求事項及び実施事項を定めたもの 

環境方針（付属文書） 

・本県の基本的な姿勢を表明するものとして、知事が定めたもの 

ＥＭＳ文書一覧表（付属文書） 

・ＥＭＳの文書体系を定めたもの 

 

(2) 各種要領（二次文書） 

・各種調査や監査等の実施要領で、「栃木県環境管理マニュアル」に基づき実施する実務の詳細を

定めたもの 

※ 環境側面調査等実施要領／環境目的目標実施計画作成要領／内部環境監査実施要領 

 

(3) 各種登録簿、手順書（三次文書） 

①各種登録簿 

・ＥＭＳで重点管理すべき事項を定めたもの 

※ 著しい環境側面登録簿／法的及びその他の要求事項登録簿／環境目的目標実施計画登録簿 

②手順書 

・環境配慮活動を実施するために必要に応じて作成する作業手順書 

※ 管理施設に係る作業マニュアル、緊急事態対応マニュアルなど  

 

(4) 様式・記録類 

①様式 

・ＥＭＳの運用で用いる各様式 

②記録類 

・各様式等にＥＭＳの活動実績を記録したもの 

 

(5) 外部文書 

    ・上記以外のＥＭＳ運用に活用する既存文書等 

※ ISO14001(2004)規格／栃木県環境基本計画／栃木県庁環境保全率先実行計画／栃木県グリ

ーン調達推進方針／栃木県公共事業環境配慮指針／栃木県イベント環境配慮指針／栃木県

文書等管理規則 など 

 

 

２ 関連文書 

一次文書 付属文書 ＥＭＳ文書一覧表 
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4.4.5 文書管理 

ＥＭＳ文書（以下「文書」という。）の管理を確実に行うための手順を確立し、実施し、維持する。 

 

１ 文書の作成等 

文書の作成及び改定については、次のとおり行う。また、文書の種類ごとの作成者、承認者（決裁権

者）及び保管場所等は下表のとおりとする。 

ア 文書の作成、改定等は、事前に承認者が文書の適切性を確認し、承認する。 

イ 文書は、環境管理統括者（知事）による定期的なＥＭＳの見直し〈4.6 マネジメントレビュー〉

時に見直しを行うとともに、必要に応じて、改定、再承認する。 

ウ 文書の変更は、改定履歴で識別できるようにし、また、改定日を明記する。 

 
 

文書体系 作 成 者 承 認 者 原本保管場所 
庁内LAN掲示

（写し） 

＜策定または廃止＞ 

環境管理統括者 

（知事） 一次文書： 

環境管理マニュアル 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） ＜改定＞ 

全庁環境管理責任者

（環境森林部長） 

事務局 ○ 

二次文書： 

各種要領 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 
事務局 ○ 

各種登録簿 
全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 
事務局 ○ 三

次

文

書 各種手順書 
課室環境管理者 

（課室所長） 

課室環境管理者 

（課室所長） 
関係各課室所  

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 

全庁環境管理責任者 

（環境森林部長） 
事務局 ○ 

様式・記録類 

課室環境管理者 

（課室所長） 

課室環境管理者 

（課室所長） 
関係各課室所  

 

 

 

２ 文書の周知、使用及び保管 

文書の周知、使用及び保管については、次のとおり行う。 
 

(1)文書の周知 

ア 事務局は、環境管理統括者（知事）及び全庁環境管理責任者（環境森林部長）が承認した文書に

ついて、表紙に「写し」の表示をしたうえで庁内ＬＡＮに掲示し、部局環境管理統括者（部局長等

）に連絡する。 

イ 事務局は、アの文書が新たに作成、改定又は廃止されたときは、庁内ＬＡＮの掲示文書を見直し、

部局環境管理統括者（部局長等）に連絡する。 
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  (2)文書の使用等 

ア 文書を使用するにあたっては、庁内ＬＡＮの掲示文書によってその文書が最新版であることを確

認し、必要に応じて更新する。 

イ 廃止文書について、何らかの目的で保持する場合には、表紙に「旧文書」を朱書きする。 

ウ 研修その他の目的で外部文書を利用する場合は、外部文書であることを明記する。 
 

  (3)文書の保管 

ア 文書の保管は、栃木県文書等管理規則又は栃木県警察文書取扱規程に基づくファイル基準表で定

める簿冊により行う。 

イ 文書は、読みやすく容易に識別可能な状態でファイリングする。 

 

 

３ 関連文書 

一次文書 付属文書 ＥＭＳ文書一覧表 

外部文書  栃木県文書等管理規則 

栃木県警察文書取扱規程 
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職 員

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.4.5 文書管理 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

環境方針(書)
の決定

一次文書、ＥＭＳ文書一覧
の作成・改訂

二次文書
以下の作成・改訂

承　認

庁内ＬＡＮ上に
掲示

周　　　知

周　　　知

周　　　知

周　　　知

三次文書
以下の作成

原本保管

周　　　知

必
要
に
応
じ
て
写
し
送
付
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4.4.6 運用管理 

本県の環境方針、環境目的及び目標を達成するため、運用管理すべき対象を明確にし、ＥＭＳの運用

管理に関して必要な手順を次のとおり定める。 

 

１ 運用管理対象 

運用管理対象は、著しい環境側面に該当する事務事業及び次に掲げる事務事業とする。 

  (1) 「法的及びその他の要求事項登録簿」に登録された環境法令等の適用を受ける事務事業 

  (2) 「環境目的目標実施計画登録簿」に登録された事務事業 

   

  

２ 運用管理手順の作成 

   環境配慮活動を確実に実施できるように運用管理の手順を作成する。 

(1) 前述の運用管理対象に該当する事務事業を所管する関係各課室所は、適切に環境管理を実施するた

めの手順書（作業管理マニュアル）の作成の必要性を検討し、その有無を決定する。 

(2) 手順書の作成が必要と判断された場合は、関係各課室所で手順書を作成する。 

(3) 全庁に係る手順書は、全庁環境管理責任者（環境森林部長）が作成する。 

(4) 手順書には以下の事項を明記する。 

ア 環境方針、環境目的及び目標から逸脱しないための環境管理手順 

イ 運用基準（作業基準） 

ウ 役割及び責任 

(5) 作成した手順書は、当該事務事業に関わる職員や外部の関係者に周知し、手順書に基づく環境配慮

活動を徹底する。 

 

 

３ 事業者等への周知 

課室環境管理者（各課室所長）は、運用管理対象となる事務事業について業務委託を行う場合は、委

託、請負契約時に、環境方針や関連する手順書及び要求事項を伝達し、仕様書等に環境に配慮した業務

実施の旨を明記する。 

   また、必要に応じて実施する研修〈4.4.2 力量、教育訓練及び自覚〉に事業者等が出席する際に手順

書等を周知する。 

 

 

４ 関連文書 

一次文書 付属文書 ＥＭＳ文書一覧表 

三次文書  法的及びその他の要求事項登録簿 

環境目的目標実施計画登録簿 

各種手順書 

外部文書 

 

 栃木県庁環境保全率先実行計画（二期計画） 

栃木県公共事業環境配慮指針 

栃木県イベント環境配慮指針 

本庁舎における重大な事件・事故マニュアル 
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4.4.7 緊急事態への準備及び対応 

環境に影響を及ぼす事故や災害、作業ミス等、不測の事態として発生する「緊急事態」の可能性を特

定し、対応するための手順及びそれに伴う環境影響を予防し、緩和するための手順を確立する。 

 

１ 緊急事態の可能性の特定 

関係各課室所は、〈4.3.1 環境側面〉で事務事業の環境への影響を調査し、不測の事態に発生するこ

とが想定される「緊急時」の環境側面を特定し、緊急事態が発生した場合の準備、対応を行う。 

 

２ 緊急事態への対応方法の確立 

１で特定した緊急事態について、以下の手順に基づき、対応方法を確立し、実施する。 

(1) 緊急事態の可能性のある事務事業を所管する関係各課室所は、｢緊急事態対応手順書｣を作成する（

既往手順書による場合を含む）。 

(2) 「緊急事態対応手順書」には、以下の内容を明記する。 

ア 緊急事態に対応するための組織体制及び責任 

イ 緊急事態発生時の対応手順 

ウ 緊急事態に伴う環境影響の予防、緩和手順 

エ 連絡方法 

オ 事後処理策（予防処置を含む） 

カ 手順の訓練計画及び有効性の確認方法 

(3) 緊急事態が発生した場合は、関係各課室所は、「緊急事態対応手順書」に基づき適切に対応し、そ 

の詳細を「緊急事態対応報告書」に記録し、部局環境管理責任者（幹事課長等）を経て、部局環境管 

理統括者（部局長等）に報告する。 

部局環境管理統括者（部局長等）は、全庁環境管理責任者（環境森林部長）に報告するとともに、 

関係機関及び各部局に処置の完了を報告する。 

 

３ 定期訓練の実施 

関係各課室所は、｢緊急事態対応手順書｣に基づく定期訓練を可能な範囲で実施し、その有効性を検証

する。 

なお、定期訓練を実施した場合は、課室推進員（総括補佐）は、｢緊急事態対応報告書｣を作成し、２

(3)と同様に報告する。 

 

４ 手順の見直し 

関係各課室所の課室推進員（総括補佐）は、定期訓練の結果を踏まえ、必要に応じて「緊急事態対応

手順書」を見直し、改定する。 

なお、緊急事態が発生した場合は必ず見直しを行い、必要に応じて改定する。 

 

５ 関連文書 

三次文書  緊急事態対応手順書 

様式・記録類 447-01 緊急事態対応報告書 

外部文書  本庁舎における重大な事件・事故マニュアル 

 

 

 



 - 34 -

職 員

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.4.7 緊急事態への準備及び対応 》

とちぎ環境立県推進本部幹事会

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

確認、指示

著しい環境
側面登録簿

緊急事態対応
手順書保管

緊急事態への
対応を指示

受領、確認
受領、確認、

保管
確認、庁内

ＬＡＮに掲示

指　　　示 受領、確認 受領、確認 確認 周知

連絡、調整 とりまとめ とりまとめ

環境活動
報告書

作成.報告.保管

緊急事態対応
報告書

作成.報告.保管

緊急事態への
対応

緊急時対応
の検討指示

承　　　認 テスト指示

緊急事態、
既往手順書

を確認

緊急時対応
の検討

緊急事態対応
手順書

作成、保管

テスト実施

手順見直し

必
要
に
応
じ
て
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4.5 点検 

4.5.1 監視及び測定 

ＥＭＳの運用にあたり、次の事項を定常的に監視し、測定するための手順を確立し、実施し、維持す

る。 

 

１ 環境活動に関する進捗管理 

環境活動に関する進捗管理は、以下の手順により実施する。 

(1) 課室環境管理者（各課室所長）は、次のア～エの事項について、年度単位で総合評価を行うととも

に、上半期が終了した時点で中間評価を行う。 

ア 所管の事務事業に関わる著しい環境側面の管理 

イ 所管の環境目的、目標及び実施計画の進捗状況及び達成状況 

ウ 所管職員への環境教育や関連する情報の共有化等の管理 

エ その他、ＥＭＳの運用に関わること 

(2) 課室環境管理者（各課室所長）は、(1)の結果を「環境活動実績報告書」にまとめ、年度評価に係

るものについては翌年度の７月末日までに、中間評価に係るものについては当該年度の１０月末日ま

でに、部局環境管理責任者（幹事課長等）等を経て、全庁環境管理責任者（環境森林部長）に報告す

る。 

(3) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、「環境活動実績報告書」を精査し、必要に応じて、部局

環境管理責任者（幹事課長等）等を経て関係各課室所に対し、是正等を指示する。 

  

 

２ 監視測定機器の校正 

課室環境管理者（各課室所長）は、外部に委託するものを含めて、保有する監視測定機器を定期的に

校正し、適正な状態を維持するとともに、その記録を保管する。 

 

 

３ 関連文書 

三次文書  著しい環境側面登録簿 

環境目的目標実施計画登録簿 

431-02 環境影響評価票 

433-01 環境目的目標実施計画書 

様式・記録類 

451-01 環境活動実績報告書 

外部文書 

 

 栃木県環境基本計画 

栃木県庁環境保全率先実行計画（二期計画） 

栃木県グリーン調達推進方針 

栃木県公共事業環境配慮指針 

栃木県イベント環境配慮指針 
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4.5.2 順守評価 

ＥＭＳの運用にあたり、法令等の順守を定期的に評価するための手順を確立し、実施し、維持する。 

 

１ 法令等の順守評価 

法令等の順守評価は、以下の手順により実施する。 

(1) 課室環境管理者（各課室所長）は、次の事項について、年度単位で総合評価を行うとともに、上半

期が終了した時点で中間評価を行う。 

ア 届出書類、記録類の提出、保管状況 

イ 資格者、責任者の設置状況 

ウ 免許、許可等の有効期限（本県および委託業者等で該当するもの） 

エ 環境法規制等の改正予定 

オ その他、環境法規制等で順守義務として規定されている事項 

(2) 課室環境管理者（各課室所長）は、(1)の結果を「環境活動実績報告書」にまとめ、年度評価に係

るものについては翌年度の７月末日までに、中間評価に係るものについては当該年度の１０月末日ま

でに、部局環境管理責任者（幹事課長等）等を経て、全庁環境管理責任者（環境森林部長）に報告す

る。 

(3) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、「環境活動実績報告書」を精査し、必要に応じて、部局

環境管理責任者（幹事課長等）等を経て関係各課室所に対し、是正等を指示する。 

  

 

２ 関連文書 

三次文書  法的及びその他の要求事項登録簿 

431-02 環境影響評価票 

432-01 法的及びその他の要求事項調査票 

様式・記録類 

 

451-01 環境活動実績報告書 
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4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置 

ＥＭＳの運用に当たり、不適合が生じた場合、又は生ずることが予測される場合に、環境影響を緩和

するための処置を講ずるとともに、その原因を特定し、不適合の是正又は予防処置を講ずるため、次の

とおり手順を定め、維持する。 

 

１ 不適合の定義 

以下の状況の場合は不適合とし、是正、改善対応を要する状況と判断する。 

(1) 環境法規制等の順守状況等の監視及び測定の結果、順守事項及び基準値を超えた事実が確認されて

いるにもかかわらず、有効な対策がとられていない場合〈4.5.1 監視及び測定〉〈4.5.2 順守評価〉 

(2) 運用管理の手順書〈4.4.6 運用管理〉に基づく管理が適切に行われていない場合 

(3) その他、ＩＳＯ規格、及び「栃木県環境管理マニュアル」で規定された事項から逸脱している場合 

 

２ 是正処置及び予防処置の実施 

関係各課室所は、不適合に該当する事項を発見した場合は、以下の手順に基づき、是正処置、予防処

置を実施する。 

なお、不適合への対応は、その問題や環境影響の大きさに見合った適切な処置を施すものとし、全庁

環境管理責任者（環境森林部長）にその内容を報告する。 

(1) 発生した不適合について、その環境への影響がさらに大きくならないように緩和処置を施す。 

(2) 不適合の原因を究明し、原因を特定したうえで、再発を防止するための適切な是正処置を実施する。 

(3) 潜在的な不適合の場合は、これを予防するための処置の必要性を評価し、発生を防ぐために立案さ

れた適切な処置を実施する。 

(4) 是正処置及び予防処置を実施した場合、不適合の内容や原因、処置の内容について、｢是正処置報

告書」にその結果を記録し、報告する。 

(5) とられた是正処置及び予防措置の有効性をレビューする。 

(6) 是正処置及び予防処置の結果、手順や文書の変更があった場合には、関連する文書の改定を行う。 

 

３ 関連文書 

様式・記録類 453-01 是正処置報告書 
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職 員

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

《 参考：主要フローチャート　　4.5.1 監視及び測定
　　　　　　　　　　　   4.5.2 順守評価
　　　　　　　　　　　   4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

環境活動報告
(委員会資料作成)

報　　　告

報告、審議

確認、報告、保管

是正指示
環境活動報告

(委員会資料作成)

有効性確認、
報告、

庁内ＬＡＮ保管

確認、報告
是正指示、
予防指示

有効性
確認、
報　告

周　知

是正処置報告書
作成、報告、保管

とりまとめ 連絡、調整

進捗管理
助言、指導

是正指示、
予防指示

環境活動
実績報告書

作成、報告、保管

進捗管理
助言、指導

環境活動の取組
法令順守の取組

必要に応じて 必要に応じて
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4.5.4 記録の管理 

ＥＭＳ及びＩＳＯ規格の要求事項への適合性並びに達成した結果を実証するのに必要な記録を作成し

、維持する。 

 

１ 記録の管理手順 

記録の管理については、4.4.5 文書管理の２の(1)～(3)に準ずる。 

また、以下の事項を確実にするよう管理を行う。 

(1) 記録は読みやすく、どのＥＭＳの要求事項に関わるものか明示する。 

(2) 記録は、容易に識別、検索でき、かつ損傷、劣化又は紛失を防ぐような方法で保管する。 

(3) 記録は、作成日を明示する。 

 

２ 関連文書 

外部文書  
栃木県文書等管理規則 

栃木県警察文書取扱規程 
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4.5.5 内部監査 

ＥＭＳが、ＩＳＯ規格の要求事項に適合するとともに、ＥＭＳで規定された手順どおりに運用され、 

有効かつ妥当なものとなっているかを確認するため、内部環境監査（以下「監査」という。）を実施す 

る。 

   なお、監査の実施の詳細は、｢内部環境監査実施要領｣に定める。 

 

１ 監査事項 

監査は、ＥＭＳの以下の事項について、相互点検を実施するものとする。 

(1) ＩＳＯ規格との整合 

(2) ＥＭＳの規定事項との整合 

(3) ＥＭＳが適切に実施され、維持されていること 

 

２ 監査計画 

   監査計画は、内部環境監査統括者（副知事）が全庁環境管理責任者（環境森林部長）と協議のうえ策

定する。 

なお、策定にあたっては以下の事項に配慮する。 

(1) 事務事業及びＥＭＳ運用における環境上の重要性 

(2) 前回までの監査結果 

 

３ 監査の実施 

内部環境監査統括者（副知事）は、定期監査を原則として毎年度１０月に実施する。 

また、内部環境監査統括者（副知事）が必要と判断した場合は、臨時監査を実施する。その他、環境

管理統括者（知事）が必要と判断した場合にも臨時監査を実施する。 

 

４ 報 告 

内部環境監査統括者（副知事）は、監査結果を取りまとめ環境管理統括者（知事）に報告する。 

 

５ 監査結果の周知 

監査結果は、庁内ＬＡＮを活用し全職員に周知する。 

 

６ 関連文書 

二次文書  内部環境監査実施要領 

453-01 是正処置報告書 

455-01 内部環境監査実施計画書 

455-02 是正処置要求書 

455-03 内部環境監査報告書 

455-04 内部環境監査総括報告書 

様式・記録類 

 

455-05 内部環境監査チェックリスト 
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主 任 内 部 環 境 監 査 員

※ 内部環境監査員から選出

内 部 環 境 監 査 員
( 各 課 室 所 総 括 補 佐 )

職 員

《 参考：主要フローチャート　　4.5.5 内部監査 》

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

内 部 環 境 監 査 統 括 者
（ 副 知 事 ）

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

確　認

内部環境監査
総括報告書

の作成

とりまとめ監査実施

内部環境監査
計画書の策定

内部環境監査
チェックリスト

の作成

監査実施、
是正確認

内部環境監査
報告書の作成

是正処置要求
書（案）の作

成

策定協力、
連絡調整

確　　　認
庁内ＬＡＮ

に掲示

受領、確認 確　　　認 周　　　知

連絡、調整 連絡、調整

受領、確認 確　　　認
指摘事項の
是正処置、
予防処置

監査実施

是 正 処 置
報告書の作成

確認・通知
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4.6 マネジメントレビュー 

環境管理統括者（知事）は、ＥＭＳの適合性、妥当性並びに有効性を確実にすると共に、継続的改善の

コミットメントに照らして、少なくとも年１回、ＥＭＳについての総括評価を行う。 

 

１ マネジメントレビューの手順 

(1) 全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、環境管理統括者（知事）による見直しのために、見直し

案を作成し、環境管理統括者（知事）に提出する。 

  (2) 環境管理統括者（知事）は、全庁環境管理責任者（環境森林部長）の見直し案について総括評価を

行い、見直しを決定する。 

 

２ マネジメントレビューのために提供する情報 

全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、環境管理統括者（知事）がシステムの見直しを適切に行え

るよう、以下の情報を環境管理統括者（知事）に提供しなければならない。 

(1) 目的及び目標の達成状況（環境パフォーマンスを含む） 

(2) 環境法規制等の順守状況の評価結果 

(3) 外部の利害関係者からの要望及び苦情の情報 

(4) 是正処置及び予防処置の状況 

(5) 内部監査の結果、外部審査の結果 

(6) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ状況 

(7) 変化している周囲の状況（環境法規制等の新規制定、改廃状況、本県の環境影響に関連する科学技

術の進歩、他組織の取組事例など） 

(8) 改善のための提案 

 

３ マネジメントレビューの結果として提示される情報 

環境管理統括者（知事）は、前項の規定により提供された情報をもとに、環境方針で述べた継続的改

善のコミットメントに基づき、以下の事項の変更の必要性や具体的な改善指示について言及する。 

(1) 環境方針 

  (2) 環境目的及び目標 

  (3) 環境に関する組織体制 

  (4) その他、ＥＭＳ全般に関すること 

 

４ マネジメントレビューの記録 

   全庁環境管理責任者（環境森林部長）は、環境管理統括者（知事）の改善指示等あらゆる決定及び処

置を含むマネジメントレビューの結果を「ＥＭＳ見直し記録」として保存する。 

 

５ 関連文書 

様式・記録類 460-01 ＥＭＳ見直し記録 
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課 室 推 進 員
（ 各 課 室 所 総 括 補 佐 ）

職 員

課 室 環 境 管 理 者
（ 各 課 室 所 長 ）

警 察 本 部 環 境 管 理 総 統 括 者

（ 警 察 本 部 長 ）

部 局 環 境 管 理 統 括 者
（ 各 部 局 長 ）

部 局 環 境 管 理 責 任 者
（ 幹 事 課 長 等 ）

全 庁 環 境 管 理 責 任 者
（ 環 境 森 林 部 長 ）

環 境 管 理 統 括 者
（ 知 事 ）

環 境 管 理 副 統 括 者
（ 副 知 事 ）

とちぎ環境立県推進本部幹事会

《 参考：主要フローチャート　　4.6 マネジメントレビュー 》

見直し(案)の作成
ＥＭＳ見直し記録

の作成・保管

知事による
見　直　し ＥＭＳ見直し事項の指示

改善事項の対策指示

必要に応じて審議

庁内ＬＡＮ
に掲示

各課の環境活動
報告書の保管

周　　　知

周　　　知

周　　　知

周　　　知

周　　　知

改善事項の
対応指示／報告

改善事項の
対応指示

改善事項の
対応指示

改善事項の
対策実施／報告
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改定履歴 

版数 策定日・改定日 内 容 備 考 

第１版 平成１９年 ２月 ７日 新規策定  

第２版 平成１９年１２月 ７日 定期見直し（適用区域、適用組織、その他） 
新庁舎移転 

（H20.1月） 

第３版 平成２０年１２月 ２日 
定期見直し（目的、目標及び実施計画、コミュニケー

ション、その他） 
 

第４版 平成２１年 ４月 １日 県の組織改編等に伴う記載事項の変更  

第５版 平成２１年１２月 １日 使用する庁舎の増に伴う適用区域の変更  

第６版 平成２２年 ４月 １日 
定期見直し（適用区域、コミュニケーション、内部監

査） 
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一次文書（付属文書） 

Ｅ Ｍ Ｓ 文 書 一 覧 表 

付属文書

1 目的

2 適用範囲

3 定義

4.1 一般要求事項
○ISO14001(2004)//JISQ14001(
2004)規格

4.2 環境方針
○環境方針
(書)

4.3.1 環境側面
○環境側面調査等
　実施要領

○著しい環境側面
　登録簿

431-01 環境側面区
 分票
431-02 環境影響評
 価票

○栃木県行政組織規程

4.3.2
法的及びその
他の要求事項

○環境側面調査等
　実施要領

○法的及びその他
　の要求事項登録
　簿

432-01 法的及びそ
 の他の要求事項調
 査票

4.3.3
目的、目標及
び実施計画

○環境目的目標実
　施計画作成要領

○環境目的目標実
　施計画登録簿

433-01 環境目的目
 標実施計画書

○栃木県環境基本計画
○栃木県庁環境保全率先実行計
　画（二期計画）
○栃木県グリーン調達推進方針
○栃木県イベント環境配慮指針
○栃木県公共事業環境配慮指針

4.4.1
資源、役割、
責任及び権限

4.4.2
力量、教育訓
練及び自覚

442-01 ＥＭＳ研修
 記録

4.4.3
コミュニケー
ション

443-01 ＥＭＳ関連
 提案書

○栃木県文書等取扱規程
○個別広聴事業事務取扱要領
○栃木県情報公開条例

4.4.4 文書類
○ＥＭＳ文
　書一覧表

4.4.5 文書管理
○ＥＭＳ文
　書一覧表

○ＥＭＳ文書一覧
○栃木県文書等管理規則
○栃木県警察文書取扱規程

環境管理マニュアル

一次文書
外部文書様式・記録類

三次文書
（手順書など）

二次文書
（要領）
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付属文書

4.4.6 運用管理
○ＥＭＳ文
　書一覧表

○法的及びその他
　の要求事項登録
　簿
○環境目的目標実
　施計画登録簿
○各種手順書

446-01 協力要請先
 一覧表

○栃木県庁環境保全率先実行計
　画（二期計画）
○栃木県イベント環境配慮指針
○栃木県公共事業環境配慮指針
○本庁舎における重大な事件・
　事故マニュアル

4.4.7
緊急事態への
準備及び対応

○緊急事態対応手
　順書

447-01 緊急事態対
 応報告書

○本庁舎における重大な事件・
　事故マニュアル

4.5.1 監視及び測定

432-01 法的及びそ
 の他の要求事項調
 査票
451-01 環境活動実
 績報告書

○栃木県庁環境保全率先実行計
　画（二期計画）
○栃木県イベント環境配慮指針
○栃木県公共事業環境配慮指針

4.5.2 順守評価

○著しい環境側面
　登録簿
○法的及びその他
　の要求事項登録
　簿
○環境目的目標実
　施計画登録簿

431-02 環境影響評
 価票
432-01 法的及びそ
 の他の要求事項調
 査票
433-01 環境目的目
 標実施計画書
451-01 環境活動実
 績報告書

○栃木県庁環境保全率先実行計
　画（二期計画）
○栃木県イベント環境配慮指針
○栃木県公共事業環境配慮指針
○栃木県環境基本計画
○栃木県グリーン調達推進方針

4.5.3
不適合並びに
是正処置及び
予防処置

453-01 是正処置報
 告書

4.5.4 記録の管理
○栃木県文書等管理規則
○栃木県警察文書取扱規程

4.5.5 内部監査
○内部環境監査実
　施要領

453-01 是正処置報
 告書
455-01 内部環境監
 査実施計画書
455-02 是正処置要
 求書
455-03 内部環境監
 査報告書
455-04 内部環境監
 査総括報告書
455-05 内部環境監
 査チェックリスト

4.6
マネジメント
レビュー

460-01 ＥＭＳ見直
 し記録

三次文書
（手順書など）

様式・記録類 外部文書

※ 斜体字 は再掲

二次文書
（要領）

一次文書

環境管理マニュアル

 

 

 

 

 

 

 


